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概要 1900 年後半より、大学を取り巻く環境は激変し、それとともに評価への高まりが強まっていった。

それらの状況の中で大学や教育･研究の支援組織である大学図書館も同様にそれらの影響を受けた。我が国の

大学図書館においては、評価が意識され始めたのは 1991 年以後である。そして、大学図書館においては、自

己点検評価の取り組みが浅いままに 2004 年認証評価制度に突入した。本研究は、筆者が第 55 回に本図書館

情報学会研究大会発表した"認証評価制度における大学図書館評価“より、一部修正、加筆することにより、

認証評価制度における大学図書館の自己点検評価に焦点をしぼり、それらの位置づけ、現状、課題等をまとめ

たものである。 
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１． はじめに 

 
†大阪市立大学大学院創造都市専攻後期博士課程 

 
1991年の大学設置基準１の改正により、教育・

研究組織の柔軟化、教養教育の廃止、自己点検・

評価の実施の努力が義務化された。この改正によ

り、図書館関連においても、大きな変化があった。

２ 
1999年の大学設置基準３の改正があった。この

改正により、学部・学科内の教育課程のカリキュ

ラム等の編成が関連審議会をとおさなくても自由

にできるようになる一方、国公私立大学の全てに、

自己点検評価の実施とその結果の公表が義務化さ

れた。 
2002年の学校教育法の改正４により大学はその 
教育研究水準の向上に資するため、全ての国公

私立大学は、自己点検評価に加え、第三者による

認証評価を受けることが義務化された。2003年の

大学設置基準５の改正により、大学設置、認可の

手続きの簡素化、簡略化があった。 
2004年より、全ての国立大学は法人へ移行し、 

認証評価制度がスタートした。 
このように、1900年後半より、大学を取り巻く

環境は激変し、それら中で大学評価が重要なもの

となっていった。そして、大学の教育・研究支援

組織である図書館にとっても同様に評価が重要な

ものとなっていった。本研究は、筆者が第 55 回

に本図書館情報学会研究大会発表した"認証評価

制度における大学図書館評価“より、一部修正、

加筆し大学図書館評価における自己点検評価に焦

点をあて、以下についてまとめる。 
1.自己点検評価の位置づけ 
2.自己点検評価の実際 

(1)2004年以前 
(2)2004年以後 

3.自己点検評価の課題 
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第8章 校地、校舎等の施設及び設備等 
２． 自己点検評価 

 (図書等の資料及び図書館) 
第 38 条 大学は、学部の種類、規模等に応じ、

図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究

上必要な資料を図書館を中心に系統的に備える。 

2.1 自己点検評価の位置づけ 
 大学評価における自己点検評価の法的な位置付

けについて、概観する。 ２ 図書館は、前項の資料を収集、整理及び提供

を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを

整備して学術情報の提供に努めるとともに、前

項の資料の提供に関し，他の大学図書館等との

協力に努めるものとする。 

  大学設置の基本は、教育基本法６ 第 6 条に

ある。具体的な大学の設置母体別に規定として、

以下の通りである。 
 
第六条 (学校教育)法律に定める学校は、公の

性質をもつものであって、国又は地方公共団体の

外、法律に定める法人のみが、これを設置するこ

とができる。 

３ 図書館には、その機能を充分に発揮させるた

めに必要な専門的職員その他の専任の職員を置

くものとする。 
４ 図書館には、大学の教育研究を促進でききる

ような適当な規模の閲覧室、レファレンスルー

ム、整理室、書庫等を備えるものとする。 
 
そして、学校教育法７、第 5 章に大学の設置に

関する、具体的記載として、以下がある。 ５ 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教

育研究のために十分な数の座席を備えるものと

する。 
 
第3条 

 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応

じ、文部科学大臣の定める設備，編制その他に関

する設置基準に従い、これを設置しなければなら

ない。このように、設置基準が大学設置基準とな

るものである。 

この改正により、図書館は、従来の建物、設

備、資料の扱いであったものから、図書館活動

としての資料、図書館活動、職員等に言及する

規定へと画期的な変化をとげた。９ 
1991年の大学設置基準８は、35年振りに改正に

された。図書館関連事項の変化について、概観す

る。 

 
証評価制度についての様々な記載は、学校教

育法第69条にある。 
 大学設置基準（昭和 31 年）は、以下の通りで

ある。 
第 69 条 3 大学は、その教育研究水準の向上

に資するため、文部科学大臣の定めるところに

より、当該大学の教育及び研究、組織及び運営

並びに施設及び設備(次項において「教育研究

等」という。)の状況について自ら点検及びに評

価を行い、その結果を公表するものとする。 

第11章 設備及び附属施設 
（図書及び学術雑誌） 
第40条 
大学は、授業科目の種類に応じ、次ぎの各号に揚

げる冊数及び種類数の図書及び学術雑誌を系統的

に整理して備えるものとする。 
4 前 2 項の認証評価は、大学からの求めに

より、大学評価基準(前2項の認証評価を行うた

めに認証評価機関が定める基準をいう。次上に

おいて同じ)に従って行うものとする。 
1. 一般教育科目に関する図書 人文･社会･自然

の各分野についてそれぞれ 800 冊以上、合計

3000冊以上  
2. 外国語科目に関する図書 外国語について千

冊以上 外国語についてそれぞれ千冊以上 
このように、大学は自ら自己点検･評価を行い、

この結果を、認証評価機関が大学評価基準に従っ

て、点検･評価を行うことが規定されている。 3. 保健体育科目に関する図書 300冊以上 
4. 専門教育科目に関する図書及び学術雑誌等 上記の適用に関しては、学校教育法第 69 条の

四第二項に規定する基準を適用するに対して必要

な細目を定める省令 (文部科学省令第 7 号、平成

大学設置基準（平成 3 年）は、以下のとおりで

ある。 

 



16年3月12日)がある。大学評価基準は、第一条

2として、以下のとおりである。 
 
一 教育研究上の基本となる組織に関すること 
二 教育組織に関すること 
三 教育課程に関すること 
四 施設及び設備に関すること 
五 事務組織に関すること 
六 財務に関すること 
七 前各号に掲げるもののほか、教育研究活動

等に関すること 
 

そして、認証評価の施行に関する詳細は、学校教

育法施行規則第三節 「認証評価その他」１０の、

第71条の二 ～ 第71条の八にある。 

 

2.2 自己点検評価の実際 

2.2.1 2004 年以前 

 
1991年の大学設置基準による、自己点検評価の

実施の努力の義務化を契機に、大学やその支援機

関である大学図書館においても評価への関心が高

まった。それらの大学評価における大学図書館の

自己点検評価への活動に焦点をあて概観する。 
 1992 年 3 月国立大学図書館協会１１において、

国大協自己点検評価の検討を開始した。 
1年後の1993年3月に｢国立大学における自己点

検・評価についてーよりよき実施に向けての提言

―１２が提示された。報告書は3項目より構成され

る。1.大学図書館の課題 2.大学図書館の自己点検

評価のねらい3.大学図書館の自己点検・評価項目

―である。自己点検・評価項目は、3 項目より、

構成される。―1.利用者へのサービス,2.サービス

の基盤業務,3.経営計画―である。それらは、各活

動領域、活動項目、点検・評価対象、点検方式等

の例示より構成される。細目として約100項目を

持ち、大部のものである。これらの項目は、国立

大学図書館の自己点検・評価の基礎とするもので

ある。 
一方、私立大学においては、1999年に私立大学

図書館協会自己点検評価・手法ガイドライン１３

を作成している。ガイドラインは、1.サービス、

2.情報資源、3.施設・設備、4.職員、5.組織運営に

まとめられ、次に中項目，小項目、さらに細密化

され約800項目のガイドラインにより構成されて

いる。 
 法人化を直前にした2001年11月より国立大学

図書館協議会「法人取得問題に関する附属図書館

懇談会」「図書館評価指標WG」が組織された。国

立大学の法人化、中期目標、中期計画の立案のた

めに、目標、計画、評価のための項目、指標を開

発、検討する必要があるということで着手された

ものである。その検討結果は｢大学図書館における

評価指標報告書Version0｣１４として提示された。

第Ⅰ部は、評価指標、評価指標の収集方法、第Ⅱ

部 データ収集マニュアル、関連資料、第Ⅲ部は、

付録よりなる。調査文献として、文部省大学図書

館実態調査結果報告１５、国際比較のため海外文献

を使用している。指標は1.定量的指標2.電子的図

書館サービス関係指標3.定性的指標よりなる。レ

ベルは、1.基礎評価レベル2.必須的選択レベル 3.
選択レベルよりなる。整理の方法としては、大学

規模、資源、管理運営、サービス、予算、経費、

図書館活動、成果評価、その他 8 分類している。

その結果、定量的評価指標69、電子図書館サービ

ス関係指標22、定性的評価指標90を提示してい

る。これらの作業は、2001 年 11 月から 2002 年

3月4ヶ月間で作成されたものである。 
 
この報告書は、”当初目指したガイドライン的な

ものにいたっていない。附属図書館が大学の学術

基盤整備の中で必須の施設として役割を果たして

いく上で、継続的な検討と内容的に大学図書館各

位による今後のブラッシュアップが必要である。

同時に大学が中期目標、中期計画の中に附属図書

館を戦略的にどう位置づけるかの検討に際して、

この報告書がその一助となることを期待したい。

“と結ばれている。 
 
一方、私立大学においては、1990年の「大学図

書館の理論と実践」にひき続き１６2005 年に「大

学図書館の理論と実践Ⅱ」１７を出版した。後者は、

平成 3 年から 15 年間に渡る「大学図書館司書主

務者研究会」報告書に掲載された講演・発表論文

を整理・分類して大学図書館の取り組みをまとめ

 



たものであり、1.管理行政,2.資料管理,3.利用者

サービス,4.教育・学習支援に整理し、今後の私立

大学図書館の改善充実にむけての指針と示唆を与

えるものとしている。私立大学は大勢の職員を巻

き込んで、管理運営への取り組みを継続的に実施

してきているといえる。 
 森(1996年)１８によれは、当時の大学や大学図書

館の自己点検評価への取り組み状況が分かる。 
 
“1995年（平成7年10月）現在 全大学の約80％
近い大学でなんらかの自己点検・評価を実施して

いる。国立大学はほぼ全大学で「○○大学自己点

検・評価報告書」とか「○○大学の現状と課題」

と題して教育研究活動全般にかかる点検・評価と

課題をまとめている。そしてそのほとんどが、そ

のなかで図書館に関する章や節を設けている。 
1993 年（平成 5 年）～1996 年（8 年）の状況

として、21大学図書館24件の自己点検評価があ

る。しかしながら、いずれの場合も、図書館実務

のチェックリスト的な側面が多く、点検評価の結

果による課題の報告という性格が強くなっている。

そのため、総合的な観点から中・長期的な課題を

さぐるためには、あらためて計画策定を行う必要

が出てくる。” 
 
筆者が 1997 年以後の外部評価報告書、自己点

検評価報告書をWeb catで検索した結果、外部評

価報告書は13大学、自己点検評価報告書は20大

学があった。し図書館のよりよき発展のために効

果的な自己点検評価を実施するには、さらに一歩

進めた総合的な自己点検評価に関する研究が必要

であろうが、残念ながら、外部評価、自己点検評

価に関する研究書は、ほとんど存在しない。 

2.2.2 2004 年以後 

 
全ての国公私立大学は、自己点検評価に加え、

第三者による認証評価を受けることが義務化され、

2004年より、認証評価制度はスタートした。現在、

４年制認証評価機関として認定されている機関は、

大学評価・学位授与機構１９、大学基準協会２０、日

本高等教育評価機構２１がある。 
各組織の大学評価は、それぞれの認証機関の実

施要領等によるものである。いずれの機関におい

ても評価に先立ち各機関の自己点検評価を提示す

ることが義務付けられている。また、各組織は、

評価の観点や、点検・評価項目を提示している。

従って、各大学はそれらの、評価の観点や点検･

評価項目にしたがって、自己点検評価を実施する

ことになる。次ぎに、それらの評価の観点や点検･

評価項目のうち図書館関連に焦点をあて、それぞ

れを比較するとともに、位置付け、特徴を明らか

し、それらの問題点、課題等を考察する。 
 

(1) 大学評価・学位授与機構 
当機構の自己点検評価関連について「自己評価

実施要領」２２により概観する。 
各大学は、「自己評価実施要領」に従って、自己

評価を実施し、自己評価書を作成する。ここには、

「基本的な観点」｢自己評価の根拠となる資料・

データ等例｣の提示がある。資料・データは、例示

であり、必ずしも全く同じ資料・データ等を要求

するものではない。 
原則として、全ての｢基本的な観点｣に係る状況 

を分析し、整理することが求められる。そして、

各基準に関し、基本的な観点に加えて、大学の目

的に照らして、独自の観点を設定する必要がある

と考える場合には、これを設定した上で、その観

点についての状況を分析し、記述することができ

る。また、各大学に優れた点、改善を要する点な

どを評価し、記述する。 
図書館関連の「大学評価基準」と、「自己評価の

根拠となる資料・データ等例」の提示は、「資料1」
(p.7)の通りである。 
当機構の「大学評価基準」の図書館関連の評価

項目は基準８ 施設・設備にある。それらの評価基

準及びそれらの点検評価の根拠となる資料・デー

タ例は、以下の通りである。 
8-1 施設・設備 
8-1-1図書館の整備、有効利用 

点検資料データ例：各施設・設備の整備状況

(部屋数、面積、収容者数、開館時間、パソコ

ン等の数)、利用状況 (講義室稼動率等)、整

備計画、利用計画 
8-1-2情報ネットワーク 

点検資料データ例：情報ネットワークの整

備状況(パソコン等接続状況)、授業以外で学

生の利用可能なパソコンの台数、利用規則

 



等 
8-1-3施設、設備の運用 

点検資料データ例：各施設・設備の利用の

手引きの作成状況、配布状況、学内ホーム

ページ等の案内・周知状況 
8-2 資料 

 点検資料データ例：図書等の資料（ソフト

ウエア、視聴覚教材等を含む）の内容、冊

数等のデータ、利用実績 
 
当機構の図書館関連自己点検評価には以下の

特徴がある。 
1.当機構の「基本的な観点」「自己評価の根拠とな

る資料・データ等例」の提示は、例示がある。

資料、データ等の提示は、必ずしも全く同じ資

料・データを要求するものではない。 
2.当機構の大学評価項目のうち、図書館関連の評

価項目は基準８ 施設・設備にある。点検資料

データ例は、施設・設備、資料に関するもので

ある。教育研究設備としてのデータベースの整

備がある。 
3.当機構の点検評価は、図書館活動、専門的職員

等に関するものが想定されていない。 
 
(2) 大学基準協会 
 当協会の自己点検評価関連について「大学評価

ハンドブック」２３により概観する。 
大学基準協会へ評価対象大学より提示するもの

としては、「点検・評価報告書」、「大学基礎デー

タ」「添付資料」がある。 
点検・評価報告書は、「序章」、「本章」、「終章」

にて構成する。 
「本章」には、主要点検項目の大項目と同主旨の

項目を柱立して記述する。大項目は目標設定、当

該項目の現状説明、設定された目標と現状説明を

もとにした点検評価、点検・評価の結果明らかに

なった課題についての改善・改革方策を記述する。 
当協会の「大学基準」のうち図書館関連の評価

基準と点検評価項目は「資料 2」(p.7-9)の通りで

ある。図書館関連項目は学士課程においては、10.
施設･設備等,11.図書館等に含まれる。10.施設･設備

等の評価基準では、建物だけでなく、設備としての

コンピューターその他の各種情報機器の整備および、

それらにおいては、人員、十分活用できるような装

置、責任体制、システムを整備の言及がある。評価

基準は、学生閲覧室の座席数、図書等を体系的に整

備、図書館利用のガイダンス、学内外の資料の閲覧・

貸出業務、レファレンス等、図書館利用者に対する

利用上の配慮、電子図書館の開設がある。修士・博

士課程の評価基準は 10.施設･設備等,11.図書館等で

ある。11の評価基準には、図書・電子的媒体等の資

料を体系的、計画的に整備、保管および利用のため

に固有の施設、夜間開館、データベースの構築、電

子図書館の開設がある。主要点検･評価項目は(1)施
設･設備(2)情報インフラより構成される。(2)のB 群

は、学術情報の記録、保管、学術情報の相互利用が

あり、C群においては、各種データベースのナビゲー

ション機能の充実度、集中文献管理センター（例え

ば、保存図書館など）の整備状況や電子化の状況が

ある。 
大学全体の「添付資料」として、1.シラバス 2.

規程について3.大学・学部等が独自に作成した自

己点検・評価報告書について（該当するものがあ

れば、適宜提出）4.財務関連資料について（財務

計算書類、財務計算書類、幹事と公認会計士の監

査報告書等）がある。それらにおける図書館関連

するものとしては、1.図書館利用ガイド等、その

他、委員会、利用規程、各種パンフレット類等、

2.大学・学部等が独自に作成した自己点検・評価

報告書がある。このように、当協会においては、

図書館独自の自己点検・評価報告書を提示する

ケースもある。 
「大学基礎データ」は大学全体では 48 ある。そ

れらの中で図書館関連は、1.図書、資料の蔵書数,2.
過去3年間の図書の受け入れ状況,3.学生閲覧室等

に関する3種類である。 
一方、図書館評価としての、達成度による評価、

水準による評価は、「資料 3」(p.9-10)のとおりで

ある。 
当協会の図書館関連自己点検評価には以下の特

徴がある。 
1.当協会の大学評価における図書館の自己点検

評価は、大学全体の総合的評価に含まれるが、

図書館単独の自己点検評価の提示もある。 
2.当協会の「大学基準」は施設・設備と図書館の

２項目があり、学部、修士・博士課程と段階的

に対応している。点検評価報告書は、図書館

サービス、施設・設備、資料等において細部に

 



及んでいる。 (2)自己点検評価の実施について 
3.当協会の大学基準には、専門的職員その他の専

任の職員等に関する事項が存在しない。 
1991 年の大学設置基準の改正を契機に、大学及び

図書館においては、大学評価に伴う、自己点検・評

価への取り組みはスタートしたものである。  
(3) 日本高等教育評価機構 国 国立、私立大学図書館等は組織別に検討し、自己

点検評価マニュアルを作成している。それらは、内

容的には、チェック項目を洗い出したものであり、

チェック項目数は国立では、100 以上、私立では約

800 と多数の項目を持つ。また国立大学図書館協議

会「法人取得問題に関する附属図書館懇談会」「図書

館評価指標WG」においては、国立大学の法人化、

中期目標、中期計画の立案のために、目標、計画、

評価のための項目、指標を開発、検討し、その検討

結果は｢大学図書館における評価指標報告書

Version0｣２７として提示された。しかしながら、こ

れらは、実用化にいたっていない。また、一方では

自己点検評価の研究書は少ない。 

 当機構の自己点検評価について「大学機関別認

証評価実施大網」２４により概観する。対象大学は、

評価機構が別に定める「自己点検報告書作成ガイ

ド」に従って自己評価を実施し、自己評価報告書

を作成する。 
当機構は「大学評価基準」を、学校教育法２５

及び大学設置基準２６等の法令の遵守の状況を踏

まえた「評価の視点」の設定をし、「建学の精神・

大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色

等」を踏まえた評価を行うとしている。 
具体的な自己点検は「基準項目」ごとに、「評価

の視点」を踏まえて,「事実の説明(現状)」、「自己

評価」を行い,「改善・向上方策(将来計画)」を記

述する。自己評価報告書には、資料・データ等の

添付が必要であり、「評価機構が必要とする資

料・データ等」の提示がある。図書館関連データ

として、図書・資料の所蔵数がある。 

(2)自己点検評価の位置付けについて 
各機関の認証評価制度は、自己点検評価に基づ

く評価であり、自己点検評価は重要な位置をしめ

る。大学評価における図書館関連評価は大学評価

基準に位置づけられている。各組織の自己点検評

価はそれらの評価項目に基づく評価であり、点検

評価項目については支持、あるいは例が示されて

いる。 

当機構の図書館関連評価基準と点検評価項目は

「資料4」(p.10)の通りである。 
当機構の、大学評価基準の中で、図書館関連項

目は、基準 9：教育研究環境として、教育研究上

の目的を達成するために必要な教育研究環境を整

備し、機能的に運用されていることが求められ、

施設設備、図書館、情報サービス,IT 環境等が含

まれる。評価の視点は、施設設備の適切な整備、

有効活用、適切な維持、運営、安全性、教育研究

環境整備となっている。また、データとして図書、

資料の蔵書数が求められている。 

(3)点検評価の項目について 
各組織の大学図書館関連の点検評価項目には、

以下の特徴がある。 
1.3 機関の自己点検項目は、施設・設備、資料が

主である。 
2.図書館活動に関しては、大学基準協会が図書館

活動に関する自己点検項目があるが、他の2機

関は全くない。 
3.3 機関とも、自己点検評価項目に、専門的職員

その他の専任の職員等に関するものが存在しな

い。 

当機構の図書館関連の自己点検評価には以下の

特徴がある。 
1.当機構の大学評価基準、点検評価はまさに施

設・設備としてのものである。  
2.大学設置基準の図書館関連事項にある、図書館

活動、専門的職員その他の専任の職員等の点

検・評価がない。 

 
3.2課題について 
自己点検評価に焦点を当てた以上の調査結果よ

り、以下の課題を提示する。  
1.図書館評価のしくみとして図書館における自己

点検評価は重要な位置付けにある。大学図書館

の発展、向上のためには、図書館が自ら、自己

3.おわりに 
3.1特徴について 

 



       点検資料データ例：各施設・設備の整

備状況(部屋数、面積、収容者数、開

館時間、パソコン等の数)、利用状況

(講義室稼動     率等)、整備計画、

利用計画 

点検評価し、発展、向上をはかることが必要で

ある。 
2.大学図書館においては、自己点検評価は発展段

階にある。認証評価制度に適応する大学図書館

における標準的、合理的な自己点検評価マニュ

アルの作成や、大学図書館に共通する指標等の

作成が必要である。 
８－１－2 教育内容方法や学生のニーズを満た

す情報ネットワークが適切に整備さ

れ有効に活用されているか。 3. 各機関の認証評価は、学校教育法、大学設置基

準を遵守するものでなければならない。しかし

ながら、各機関の自己点検評価項目は、旧大学

設置基準２８(昭和３１年)にある施設・設備、資

料が主となっていて、これらの項目にある図書

館活動、専門的職員等に関するものが充分でな

い、あるいは欠落している。図書館活動や専門

的職員等に関連して、大学図書館はどのように

自己点検評価や評価すべきか、また各認証評価

機関はどのような評価をすべきかの再度見直し、

検討することが必要である。 

       点検資料データ例：情報ネットワー

クの整備状況(パソコン等接続状況)、
授業以外で学生の利用可能なパソコ

ンの台数、利  用規則等 
８－１－3 施設・設備の運用に関する方針が明確

に規定され，構成員に周知されている

か。 
      点検資料データ例：各施設・設備の利

用の手引きの作成状況、配布状況、        

学内ホームページ等による案内・周知

状況 ４．今後の図書館の発展、向上のためには、現時

点にある、大学設置基準に見合った、自己点検･

評価にとどめるだけでよいのかの検討が必要で

ある。 

８－２ 大学において編成された教育研究組織及

び教育課程に応じて図書学術雑誌，視聴

覚資料その他の教育研究上必要な資料   
が系統的に整備されていること。  
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た            点検資料データ例：図書等の資料（ソ

フトウエア、視聴覚教材等を含む）の

内容、冊数等のデータ、利用実績 

８－２－1 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の

教育研究上必要な資料が系統的に整備

され，有効に活用されているか。 

  
資料２：大学基準協会 資料１：大学評価・学位授与機構 
学士課程：評価基準 基準８ 施設・設備 
10.施設･設備等 ８－１ 大学において編成された教育研究組織及

び教育課程に対応した施設・設備が整備

され，有効に活用されていること。 
 学部等は、その理念と目的に沿った教育研究を

遂行するために、開設している教育課程の種類、

学生数･教員数等の組織規 模等に応じて、必要

かつ十分な広さの校地、校舎を整備するととも

に、その教育課程を有効に展開し学生への教育

指導上の効 果が十分発揮される適切な数･面積

の講義室、演習室、実験･実習室等を設ける必要

がある。また、その教育効果が十分あげられる

ような機器･備品等を整備し学生の学修に供す

ると同時に、社会の様々な要請の変化に適切の

変化に適切に対応するため に絶えずその更

８－１－1 大学において編成された教育研究組

織の運営及び教育課程の実現にふさ

わしい施設・設備（例えば，校地，

運動場，体育館，講義室，研究室，

実験・実習室，演習室，情報処理学

習のための施設，語学学習のための

施設，図書館その他附属   施設等が

考えられる）が整備され，有効に活

用されているか。 

 



新・充実を図り、その有効活用に留意する必要

がある。 
 加えて、近来における大学の教育研究環境を決

定するコンピューターその他の各種情報機器の

整備には十分に配慮する必要 がある。その際、

単に機械･設備等の整備に限らず、機器利用を補

助するための人員を配備するとともに、学生や

教職員がこれらを十分活用できるような装置が

必要である。 
 また、施設･設備および機器･備品を維持･管理す

るための十分な責任体制を確立するとともに、

併せて衛生･安全を確保する ためのシステムを

整備することが必要である。 
主要点検・評価項目 
(A 群：必要不可欠,B 群：具備が望ましい,C 群：

採用は裁量による) 
7.施設･設備等 
（施設･設備等の整備） 
A群・大学･学部等の教育研究目的を実現するため

の施設･設備等諸条件の整備状況 
（表36）（表37）（表38）（表39）（表40） 
B群・教育の用に供される情報処理機器などの配

備状況 
C群・社会への開放される施設･設備の整備状況 
  ･記念施設･保存建物の保存･活用の状況 
（キャンパス・アメニティ等） 
B群・キャンパス・アメニティの形成･支援のため

の体制の確立状況 
     ・｢学生のための生活の場｣の整備状況 
     ・大学周辺の｢環境｣への配慮の状況 
（利用上の配慮） 
A群・施設･整備面における障害者への配慮の状況 
C群･各施設の利用時間に対する配慮の状況 
  ・キャンパス間の移動を円滑にするための交通

動線･交通手段の整備状況 
（組織･管理体制） 
B群・施設･設備等を維持･管理するための責任体

制の確立状況 
   ・施設･設備の衛生･安全を確保するためのシ

ステムの整備状況 
 11.図書・電子媒体等 
 学生の主体的学修の促進等を図るために、学生

閲覧室の座席数を学生数に応じて適切に整備す

るとともに、必要かつ十分な図書等を体系的に

整備しておく必要がある。また、効果的な図書

館利用を可能とするための図書館利用のガイダ

ンス、学内外の資料の閲覧・貸出業務、レファ

レンス等、図書館利用者に対する利用上の配慮

を十分に行う必要がある。されに1年間の開館

日数や、授業の終了時間を考慮した開館時間等

についても配慮が必要である。 
 また、学術研究の高度化、国際化、多様化に対

応して、電子図書館の開設をも考慮することが

望ましい。 
大学：学部における主要点検・評価項目 
8.図書および図書・電子媒体等 
（図書・図書館の整備） 
 A群 
     ・図書・学術雑誌、視聴覚資料、その他教育

研究上必要な資料の体系的整備とその量

的整備の適切性（表４１：図書、 資料の 
所蔵数） 

     ・図書館施設の規模、機器、備品の整備状況

とその適切性、有効性（表４２：過去 3
年間の図書の受入れ状況） 

・ 学生閲覧室の座席数、開館時間，図書館

ネットワークの整備等、図書館利用者に

対する利用上の配慮の情況とその有 効
性、適切性（表４３：学生閲覧室等） 

 A群 
・ 図書館の地域への開放の状況 

（学術情報へのアクセス） 
 B群 

・ 学術情報の処理・提供システムの整備状

況、国内外の他大学との協力の状況 
 

修士・博士課程：評価基準 
10.施設･設備等 
    研究科等は、その理念と目的に沿った教育研

究を遂行するために、開設している教育課程の

種類、学生数･教員数等の組織規模等に応じて、

必要かつ十分な施設･設備・機器･備品等を整備

するとともに、絶えずこれらの更新拡充とその

有効な活用を図る必要がある。 
ただし、同一分野の学部を基礎として、かつ

入学定員が一定規模に満たない研究科等は、学

部、大学附属研究所等の施設･設備を共用するこ

とも認められる。その場合でも、研究科等は、

 



教育研究上、支障をきたさないように十分に配

慮することが望まれる。特に、修士･博士課程の

学生は、学士課程に学ぶ学生と比較してより高

度かつ主体的な学修･研究に取り組むことが想

定されていることに十分配慮する必要がある。 
近年社会の様々な要請に応えて、サテライト式

キャンパスを設置したり、夜間開講の教育課程

を用意する等、多様な教育形態の研究科等が設

置されている。この場合には、そこで十分な教

育研究が行えるように、研究科等は、施設･設備

の充実に機器に配慮する必要がある。 
これらに加えて、研究科等は近年における大学

の教育研究環境を決定するコンピューターその

他の、各種情報機器の整備にも十分に配慮する

必要がある。その際、単に機械･設備等の整備に

限らず、機器利用を補助するために人員を配慮

するとともに、学生や教職員がこれらを十分活

用できるような措置が必要である。 
また、研究科等は施設･設備および機器･備品を

維持･管理するための責任体制を確立するとと

もに、衛生･安全を確保するためのシステムを整

備することも必要である。 
11.図書館等 
  研究科等は、その教育目標に応じて、必要な

図書・電子的媒体等の資料を体系的、計画的に

整備し、必要に応じてそれらの保管および利用

のために固有の施設を設けることが望ましい。

夜間開講の教育課程を設けている場合は、開館

時間についての配慮が必要である。また、学術

研究の高度化、国際化、多様化に対応した、デー

タベースの構築に努めるとともに、電子図書館

の開設をも考慮することが望ましい。 
大学院における主要点検・評価項目 
6.施設・設備等 
(1)施設・設備 
（施設･設備等） 
A 群･大学院研究科の教育研究目的を実現するた

めの施設･設備等諸条件の整備状況の適切性 
B群・大学院専用の施設･設備の整備状況 
C群・大学院学生用実習室等の整備状況 
（先端的な設備･装置） 
C群・先端的な教育研究や基礎的研究への装備面

の整備の適切性 
    ・先端的研究の用に供する機械･設備の整備･

利用の際の、他の大学院、大学共同利用機

関、附属研究所等との連携関係の適切性 
（独立研究科の施設･設備等） 
C群・独立研究科における、当該研究科専用の施

設等の整備の適切性 
（夜間大学院などの施設･設備等） 
C群・夜間に教育指導を行う大学院における、施

設･設備の利用やサービス提供についての配慮

の適切性 
（本校以外に拠点を持つ大学院の施設･設備等） 
C群・本校以外の場所にも拠点を置き、教育研究

指導を行う大学院における施設･設備の整

備の適切性 
 （維持･管理体制） 
A群・施設･設備等を維持･管理するための学内的

な責任体制を確立状況 
B群・実験等に伴う危険防止のための安全管理・

衛生管理と環境被害防止の徹底化を図る体

制の確立状況 
(2)情報インフラ 
B群 
・学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 
・国内外の他の大学院・大学と図書等の学術情報・

資料の相互利用のための条件整備とその利用関

係の適切性 
C群 
・コンテンツ（文書、画像、データベース等のネッ

トワークを流通する情報資源）やアプリケー

ション・ソフト（個々の応用  目的をもったコ

ンピュータソフトウェア）の大学・大学院間の

効率的な相互利用を図るための各種データベー

スのナビゲーション機能の充実度 
・ 資料の保存スペースの狭隘化に伴う集

中文献管理センター（例えば、保存図書

館など）の整備状況や電子化の状況 
 

資料３：大学基準協会「評価」 
評価項目（図書館及び図書・電子媒体等） 
（達成度による評定に際し留意すべき事項）(A 

B C D） 
 ・図書・電子媒体等の体系的・計画的に整備し、

利用者の有効な活用に供しているか。 
（達成度により評定の根拠） 
（水準による評定項目） 

 



 

                                                 

  ・図書館を地域に開放している。（4321） 
 ・国立情報学研究所のNACSIS-IR や他の図書

館とのネットワークが整備されている。

（4321） 
 ・図書館閲覧関数が全学収容定員の10％を超え

ている。（4321） 
 ・最終授業修了後も図書館で学生が学修するこ

とができる。（4321） 
 （長所） 
 （問題点） 
 （その他のコメント） 
評価項目（社会貢献） 
 （達成度による評定際し留意すべき事項）(A B 

C D） 
 ・社会との連携や交流に配慮し、広く社会に貢

献している。 
 （達成度により評定の根拠） 
 
資料4：日本高等教育評価機構 
基準９ 教育研究環境 
  本基準は、大学の教育研究環境に想定するも

のです。大学は、教育研究上の目的を達成する

ために必要な教育研究環境を整備し、機能的に

運用されていることが求められます。 
領域：施設設備、図書館、情報サービス,IT 環境

等 
9-1.教育研究目的を達成するために必要なキャン

パス(校地、運動場、校舎等の施設設備)が整備

され、適切に維持、運営されていること 
9-2.施設設備の安全が確保され、かつ、快適なア

メニティとしての教育研究環境が整備されてい

ること 
評価の視点 
9-1-1 施設設備の適切な整備、有効活用 
9-1-2 適切な維持、運営 
9-2-1 安全性 
9-2-2 教育研究環境整備 
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